
 

 

 

 

 

テーマ「遺体収容所」 

 今回は、遺体収容所についてご案内します。 

 

１．遺体収容所の開設・運営 

区は、必要資器材を用意した上で、災害発生後速やかに遺体収容所を開設し、その旨を

区内警察署、都本部に連絡します。ただし、区の能力では十分な対応ができない場合に

は、都及びその他の関係機関に応援を要請します。 

また、区は、必要に応じて、遺体の収容、資器材の提供、寝台車や遺体搬送に係る役務

の提供等を、協力協定締結団体（社団法人全日本冠婚葬祭互助協会）に対して要請します。 

区における遺体収容所は、区災対地域本部ごとにあらかじめ指定した地区会館を利用し

ますが、災害の状況に応じ大蔵運動公園総合運動場又は使用していない避難所の体育館等

を区と警視庁・警察署が協議して指定します。 

 

 

 

 

 

 

２．遺体収容所の役割 

遺体収容所は、遺体の取扱いに関する総合的な拠点となるところであり、次のような機

能を果たします。 

（ア）遺体の受付  （イ）検視・検案  （ウ）遺体の一時保存  （エ）遺体の引渡し 

（オ）検案書の交付、火葬許可証の交付場所の案内等 

（カ）身元不明の遺体の確認調査を行う場所 

３．遺体の捜索 

区は、行方不明者のうち、既に死亡の可能性が高いと思われる者を対象に捜索を実施し

ます。警視庁・警察署は、区が行う捜索に積極的に協力し、次の活動を行います。 

（１）行方不明の届出受理の適正を期するとともに、情報の入手に努め、積極的に調査を

実施する。 

（２）身元不明者については、人相・所持品・着衣等を写真撮影するとともに遺品を保存

し身元の確認に努める。 

４．遺体収容所への搬送 

区は、被災現場で発見または避難所等で発生した遺体を検視・検案等に引き継ぐため、

遺体収容所の収容能力を確認した上で遺体を搬送します。搬送に必要な車両や作業員は業

者から区が調達するほか、区職員（災対土木部）も行うものとします。 
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５．検視・検案等 

【実施主体】警視庁・警察署、区災対医療衛生部、区災対地域本部 

（１）検視・検案 

➀検視は、警視庁・警察署が行うため、警視庁・警察署は検視班を編成し、遺体収容所に

派遣します。検視後の遺体は、都保健医療局の監察医務院に引継ぎ、検案を受けます。 

②歯科医師会は、都及び警視庁・警察署の要請に基づき、必要に応じて検視、検案、身元

確認業務に協力します。 

③歯科医師会は遺体収容所ごとに身元確認班を編成します。（歯科医師２名以上） 

世田谷区歯科医師会…１１班  玉川歯科医師会…２班 

④区は必要に応じ、歯科医師会の業務への協力（事務作業の補助等）を行います。 

 

（２）遺体の洗浄、縫合、消毒 

遺体の引き渡し、検視・検案を考慮して、遺体の洗浄、縫合、消毒を行います。特に夏

季においては、遺体の腐乱には十分留意します。作業員の雇上げや資器材の借り上げは、

都の福祉保健局と協議して確保します。 

 

６．遺体取扱いの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回は、帰宅困難者についてご案内します。 

【各避難所での検討事項】 

避難所に避難してきた方の

中には、お亡くなりになる方

も出てくるかと思います。そ

うした場合に、慌てないよう

に、ご遺体を引き取りに来る

までの間、一時的に避難所内

のどこに収容するかについて

検討しておくことも大切で

す。 


